
分娩取扱施設支援事業・小児医療施設支援事業

特に分娩取扱施設が少ない地域等における分娩取扱機能の維持のための取組を支援するとともに、地域の小児医療の拠点となる施設について、
急激な患者数の減少等を踏まえた支援を行い、地域でこどもを安心して生み育てることのできる周産期医療体制及び地域の小児医療体制を確保す
ることを目的とする。

事業目的

分娩取扱数が減少している分娩取扱施設や、入院患者数が減少している小児医療の拠点となる施設について、経費相当分の給付金を支給する。
（支給額） 分娩取扱施設  病院・診療所  １施設あたり 2,500千円
      助産所   １施設あたり 1,000千円
   小児医療施設  小児科部門の病床１床あたり  25万円 （注）交付額は調整の上決定することもあり得る

事業概要

支給対象
（支給対象）分娩取扱施設
• 令和５年度における分娩取扱件数が、平成29年度から令和元年度の３年間の平均を下回っている分娩取扱施設（※１）
• 周産期母子医療センター運営事業、産科医療機関確保事業、地域連携周産期支援事業の交付をうける施設は対象外
（支給対象）小児医療施設
• 令和５年度における15歳未満の小児の入院延べ患者数が、平成29年度から令和元年度の３年間の平均を下回っている施設
• 下記のいずれか

〇小児中核病院（「小児医療の体制構築に係る指針」で規定）
〇小児救命救急センター（「救急医療対策事業実施要綱」で規定）
〇小児救急医療拠点病院（ 「救急医療対策事業実施要綱」で規定）
〇小児科を専門とする病院のうち、

入院を要する二次救急医療機関としての機能・病床、夜間休日の診療体制を備え、他施設からの小児救急患者を受け入れている施設
・収入額が対象経費の実支出額を上回っている場合は対象外

※提出のあった事業計画を踏まえて、予算の範囲内で国から都道府県に配分を行う

※１ 令和６年度または令和７年度内（予定含む）に分娩取扱があった施設を対象とする予定。
分娩取扱の開始が平成29年度以降の場合には、開始時期に応じて比較する期間について別途対応。
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支給までのスケジュール（案）※都道府県によって事業開始時期は異なります。

年月 厚生労働省 都道府県 医療機関
2月

3月

4月

5月

6月〜

事業計画提出依頼 事業計画提出依頼

事業計画の提出（〜3/14〆）

国・都道府県間で調整

内示（〜4/7週目安）

支給決定通知

順次医療機関へ支給

支給準備
支給申請

交付申請※

交付決定

事業計画の提出（〜3/18）

※交付申請以降は、都道府県毎に予算措置の状況が異なることから、予算措置がある都道府県から実施していく



医療機関から報告いただく事業計画の回答期限と回答項目
（分娩取扱施設支援事業・小児医療施設支援事業）
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＜各施設の回答項目︓分娩取扱施設支援事業＞
施設回答項目事項 留意事項

施設名称、施設区分 • 施設区分は病院、診療所、助産所からプルダウンで選択
• 施設区分に則って単価は自動入力

平成29年度から令和元年度、令和５年度の分娩取扱数
• 年間の分娩件数を入力すると、平均は自動計算
• 平成29年度以降に分娩取扱を開始した場合には注意書きに則って、比較対

象期間と直近の分娩取扱件数の平均を記載

・医療機関から都道府県の回答について、各都道府県より示される回答期日までに報告をいただくようお願いする。
・その回答期日について、都道府県毎に異なるものの、都道府県から厚生労働省への回答を令和７年３月18日（火）
までの報告をお願いしていることから、３月の第２週に都道府県宛に報告できるよう余裕をもって対応をお願いした
い。
※事業計画の提出がない場合は本事業の給付対象外となります。

＜各施設の回答項目︓小児医療施設支援事業＞
施設回答項目事項 留意事項

施設名称、施設区分 • 施設区分は小児中核病院、プルダウンで選択
• 施設区分に則って単価は自動入力

平成29年度から令和元年度、令和５年度の入院延べ患者数
• 年間の入院延べ患者数を入力すると、平均は自動計算
• 平成29年度以降に入院診療を開始した場合には注意書きに則って、比較対

象機関と直近の入院延べ患者数の平均を記載

小児科部門の病床数、小児科部門の病床である根拠 • 根拠部分には、小児に係る特定入院料を算定している届出病床数等を記載
• 小児部門の病床数×25万円の金額（Ａ）は自動入力

総事業費から収入額を控除した額（Ｂ） • ＡとＢの内少ないほうの額は支給申請額として自動入力
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事業計画の提出における主なＱ＆Ａ
分娩取扱施設支援事業・小児医療施設支援事業

質問 回答

１
平成29年度から令和元年度の間や、令和２年度
から令和４年度の間、令和５年度以降に開設した
施設の分娩取扱数はどのように考えますか。

下記のように分娩取扱数を比較してください。なお、既に開設していた施設が分娩取扱を開始し
た施設については、下記の「開設」を、「分娩取扱開始」と読み替えて差し支えありません。
• 平成29年度から令和元年度の間に開設した施設については、開設日から令和元年度までの平

均と、令和５年度を比較
• 令和２年度から令和４年度の間に開設した施設については、開設日から令和４年度末の平均

と、令和５年度を比較
• 令和５年度以降に開設した施設については、開設日から本事業実施要綱公布日（令和７年２

月12日）までの平均と、本事業実施要綱公布日から申請日までを比較

２
令和５年度には分娩を休止していた施設や、令和
７年度から分娩の取り扱いを止める予定の施設は
対象となりますか。

令和６年度または令和７年度内（予定含む）に分娩取扱があった施設を対象とする予定です。

３ 多胎や死産はどのように考えますか。 多胎は児の数につき１件（双胎であれば２件）と数え、妊娠22週以降の死産も児の数につき１
件と数えてください。

質問 回答

１ 小児の入院延べ患者数の計上方法と確認方法を教
えてください。

延べ患者数は人日で計上してください。数については医療機関からの申告数を用いて差し支えあ
りませんが、別途報告される数値がある医療機関についてはそちらとの整合は確認してください。

２ 「専ら15歳未満の小児の入院延べ患者数」の『専
ら』の具体的な基準は何ですか。

「専ら」については、例えば小児慢性特定疾病医療支援の対象など、15歳以上であっても小児科
で入院するケースを想定しています。

３ 「小児科部門の病床数」はどのように考えますか。
算定している小児に係る特定入院料など、小児科部門の病床である根拠を医療機関に記載しても
らうことを想定していますが、該当がない場合には、医療機関内で取り決めている小児科が利用
できる病床数など、医療機関からの申告を用いて差し支えありません。

４ 「小児科を専門とする病院」とは具体的にどのよ
うな病院ですか。

本事業においては、「専ら小児を診療している病院」とします。（例、「小児科単科の病院」、
「病院全体の入院患者のうち大多数が小児である病院」など）

【小児医療施設支援事業】

【分娩取扱施設支援事業】


